
財政構造改革（18～21 年度）の成果 
 
 

１ 総括 
本県財政は、平成 16 年度の三位一体改革により極めて厳しい状況に陥ったことから、

平成 17 年度に「財政構造改革基本方針」を策定し、平成 18 年度から４年間にわたっ

て、県民の皆様へやむを得ず負担を強いつつも、一丸となって懸命に改革に取り組んだ

結果、国による地方交付税の増額・各種交付金の創設等もあり、持続可能な財政構造へ

の転換に向け、着実に歩んでいる状態にある。 

 
２ 財政構造改革の成果 

○ 当初の見込みを上回る事務事業の徹底した見直しと人員削減により、財源不足額の

縮小に大きく寄与するとともに、財政再生団体への転落を回避した。 
○ 財源不足が拡大した中で、県有財産の売却や職員給与の抑制をはじめとした臨時的

な歳入・歳出対策により、基金残高の減少を最小限に食い止め、財政運営が持続可能

なものとなった。 
○ 県債発行抑制により、県債残高（臨時財政対策債、減収補てん債等を除く）を抑制

するとともに、プライマリーバランス（基礎的財政収支）の黒字を維持するほか、将

来負担となる公債費を縮小した。 

 
 

財政構造改革期間における財源不足額とその財源対策の累計額 
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社会保障関係経費の増嵩
や国の制度改正に伴う県費
負担の増など、 県の努力、
裁量の及ばない要因により
財源不足額は大幅に拡大

主な財源対策累計額 1,406 億円（予算ベース） 

 

◆歳出削減 1,108 億円 

○ 事務事業削減額△875 億円  

○ 一般行政部門の定員削減 

 目標の 450 人を上回る△512 人削減 

○ 職員給与の臨時的抑制△197 億円 

◆歳入確保    298 億円 

○ 愛媛地方税滞納整理機構を設置し、 

滞納額の縮減による県税収入の確保 

○ 遊休地などの県有財産の売却 

○ 使用料・手数料の見直しによる受益者 

負担の適正化 



３ 財政の現状 
（１）歳入 

  ○ 県税収入は、平成 20 年度から景気後退により減収基調 
  ○ 地方交付税等は、平成 21 年度は「生活防衛のための緊急対策」に基づき増加

したが、平成 16 年度の大幅削減後、基本は抑制基調 
（２）歳出 

  ○ 公債費の高止まりに加え、社会保障関係経費が増加基調にあり、引き続き義務

的経費は増加 
（３）財源対策用基金の状況 

  ○ 平成 21 年度末で 103 億円の見込み（財政力指数同位団体⑳平均約 194 億円） 
   （執行節減努力を見込んだ決算段階での数字） 

（４）財政指標 

  ○ 平成 21 年度実質公債費比率 17.2％（ 総務省許可基準18％以上（18％未満は協議）） 

   〔３ヵ年平均の単年度数値：⑱16.1％、⑲17.9％、⑳17.6％〕 〔平成20年度実質公債費比率16.2％〕 
 

４ 財政構造改革継続の必要性 
  中長期の方向性として、社会保障関係経費の増嵩や景気後退に伴う県税収入の減少

に加え、財源対策用基金残高が減少するなど、来年度以降も、依然として厳しい財政

状況が続くことが想定されるため、引き続き財政構造改革に取り組む必要あり。 
 


